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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

相模原市障害福祉計画等の策定に当たり、市内に居住する障害者等を対象とした障害者施策等

に関するアンケート調査、及び障害福祉団体等を対象としたヒアリング調査を、障害者の実情や

福祉をはじめとする各種施策のニーズと市民の意識等を把握する目的で実施しました。 

 

２ アンケート調査の概要 

（１）調査地域 相模原市 

（２）調査対象 相模原市居住の①身体障害者、②知的障害者、③精神障害者、④難病患者、

⑤重症心身障害児者、⑥発達障害者、⑦市民 

（３）抽出方法・標本数 

調査対象 抽出方法 標本数 

① 身体障害者 身体障害者手帳所持者から無作為抽出   670 

② 知的障害者 療育手帳所持者から無作為抽出   630 

③ 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者から無作為抽出   660 

④ 難病患者 特定医療費（指定難病）医療受給者証所持者から無作為抽出   530 

⑤ 重症心身障害児者 市内に住民登録のある重症心身障害児者   223 

⑥ 発達障害者 療育手帳所持者からＢ２－２項該当者を無作為抽出   200 

⑦ 市民 18歳以上の市民から無作為抽出   770 

合 計 3,683 

（４）調査方法 郵送法（郵送による配布・回収） 

（５）調査期間 令和２年１月20日（月）～令和２年２月３日（月） 

（６）回収結果 

調査対象 配布数 有効回収数 有効回収率 

① 身体障害者   670票   425票 63.4％ 

② 知的障害者   630票   331票 52.5％ 

③ 精神障害者   660票   333票 50.5％ 

④ 難病患者   530票   340票 64.2％ 

⑤ 重症心身障害児者   223票   145票 65.0％ 

⑥ 発達障害者   200票   109票 54.5％ 

⑦ 市民   770票   362票 47.0％ 

合 計 3,683票 2,045票 55.5％ 
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３ ヒアリング調査の概要 

（１）調査地域 相模原市 

（２）調査対象 相模原市内の障害福祉団体、特別支援学校、障害福祉サービス事業所等 

（３）調査方法 事前にヒアリング調書を郵送し、その回答内容に基づき必要に応じて、団体等

にヒアリング調査を実施しました。 

（４）調査の対象 

ⅰ 障害福祉団体（22団体） 

①生きる会 ⑫あすなろ会 

②相模原市車いす友の会 ⑬エンジェル会 

③相模原市肢体障害者協会 ⑭相模原市自閉症児・者親の会（相模原やまびこ会） 

④天命会 ⑮(一社)相模原市手をつなぐ育成会 

⑤相模原失語症友の会 ⑯わたげ 

⑥相模原市視覚障害者協会 ⑰あしたば会（相模原市精神障がい者仲間の会） 

⑦相模原市腎友会 ⑱ヴォイス 

⑧相模原市聴覚障害者協会 ⑲ボルトナット会 

⑨(特非)相模原市難聴者協会・土の会 ⑳みどり会（相模原市精神障害者家族会） 

⑩ハイジの会 ㉑四つ葉会 

⑪藤野たんぽぽの会 ㉒相模原市障害者地域作業所等連絡協議会 

ⅱ 特別支援学校（４校） 

①相模原養護学校 ③津久井養護学校 

②座間養護学校 ④相模原中央支援学校 

ⅲ 障害福祉サービス事業所等（14施設） 

①市立上九沢身体障害者デイサービスセンター ⑧たんぽぽの家 

②かわせみ荘 ⑨カモミール横山台 

③くりのみ学園 ⑩ヘルパーステーション千代田 

④ワゲン療育病院長竹 ⑪サポートルーム ぼっちぼっち 

⑤児童発達支援センターいっぽ ⑫あみ 

⑥こども広場 ワンダーステップ ⑬ワークショップ・フレンド 

⑦やまびこ工房 ⑭相模原療育園 

（５）調査項目 

○基礎項目（会員数、職員数、利用施設等） 

○目標及び活動の内容 

○目標の達成に向けての課題（活動、組織・人員、その他） 

○地域福祉、地域活動について（意見・要望、団体としての取り組み、市に期待する取り組み） 

○市の障害福祉施策に関する意見・要望 

○障害者の「害」という表記について 

○その他 

○ヒアリング実施希望の有無 
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４ この報告書の見方 

（１）図表中の「ｎ」は、各質問の回答者数を示します。 

（２）調査結果の比率は、ｎを基数として比率を算出し、小数点以下第２位を四捨五入して第１

位まで示しました。したがって、すべての選択肢の比率を合計しても100.0％にならない

場合があります。 

（３）複数回答の設問では、ｎを基数として比率を算出しているため、すべての選択肢の比率の

合計は通常100％を超えます。 

（４）クロス集計による分析では、年齢などの分析項目とした質問に無回答である層の結果を表

示していません。しかし全体の基数（ｎ）には含めているため、分析項目とした質問のす

べての層の基数（ｎ）の合計は、全体の基数（ｎ）に一致しない場合があります。 

（５）クロス集計による分析では、調査票の質問の流れの指示によっては、各層の基数（ｎ）が

小さくなる場合があります。ｎが10以下である層については、図表の見かけ上傾向の違い

がある場合でも、図表の説明では一律にふれていません。 

（６）質問によっては、平成25年度および平成28年度に実施した「相模原市障害者福祉計画等策

定基礎調査」の調査結果との比較を行いました。 

ただし、⑤重症心身障害児者を対象とした調査は、過去の調査では実施していないため、

障害のある人全体の結果との比較は行わず、①身体障害者、②知的障害者、③精神障害者、

④難病患者、⑥発達障害者の障害種別相互間で比較した結果を掲載しています。 
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Ⅱ 障害のある人へのアンケート調査の結果 

１ 回答者の属性 

（１）調査の回答者 

 

この調査票に記入していただくのはどなたですか。（○は１つ） 

 

全体では、「本人が記入」が46.2％、「本人の意見を聞いて、家族や介助者や施設職員などが記入」

が15.9％、「本人の意見を確認することが難しいので、家族や介助者や施設職員などが記入」が

21.0％となっています。 

障害種別でみると、「本人が記入」は精神障害者が67.3％、難病患者が65.9％と高くなっていま

す。「本人の意見を聞いて、家族や介助者や施設職員などが記入」は発達障害者が37.6％、知的障害

者が25.4％と高くなっています。「本人の意見を確認することが難しいので、家族や介助者や施設

職員などが記入」は重症心身障害児者が86.2％、知的障害者が37.5％と高くなっています。 

 

 

 

  

本人が記入
本人の意見を聞いて、

家族や介助者や
施設職員などが記入

本人の意見を確認することが
難しいので、家族や介助者や

施設職員などが記入
その他 無回答

ｎ （％）

全 体 (1,683)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 425)

知的障害者 ( 331)

精神障害者 ( 333)

難 病 患 者 ( 340)

重症心身障害児者 ( 145)

発達障害者 ( 109) 29.4

0.0

65.9

67.3

19.9

54.6

46.2

37.6

2.8

9.4

13.5

25.4

14.6

15.9

22.0

86.2

5.0

8.1

37.5

8.5

21.0

0.0

2.8

0.0

0.9

0.6

0.5

0.7

11.0

8.3

19.7

10.2

16.6

21.9

16.2
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（２）性別 

 

問１ あなたの性別をお答えください。（○は１つ） 

 

全体では、「男性」が52.2％、「女性」が46.4％となっています。 

障害種別でみると、「男性」は発達障害者が81.7％、知的障害者が65.0％と高くなっています。一

方、「女性」は難病患者が59.4％と高くなっています。 

 

 

 

  

男性 女性 その他 無回答

ｎ （％）

全 体 (1,683)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 425)

知的障害者 ( 331)

精神障害者 ( 333)

難 病 患 者 ( 340)

重症心身障害児者 ( 145)

発達障害者 ( 109) 81.7

48.3

39.4

45.9

65.0

51.3

52.2

18.3

51.7

59.4

50.8

33.5

48.0

46.4

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.5

0.2

0.0

0.0

1.2

2.7

1.5

0.2

1.1
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（３）年齢 

 

問２ 年齢（令和２年１月１日現在）はおいくつですか。（数字を記入） 

 

全体では、「40歳～64歳」が28.3％、「18歳～39歳」が23.8％、「75歳以上」が19.2％、「65歳～74

歳」が13.8％となっています。 

障害種別でみると、「75歳以上」は身体障害者が48.5％と高くなっています。「18歳～39歳」は知

的障害者が50.5％、重症心身障害児者が40.7％、発達障害者が35.8％と高くなっています。「６歳～

11歳」は発達障害者が37.6％と高くなっています。 

 

 

 

  

０歳～
５歳

６歳～
11歳

12歳～
17歳

18歳～
39歳

40歳～
64歳

65歳～
74歳

75歳以上 無回答

ｎ （％）

全 体 (1,683)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 425)

知的障害者 ( 331)

精神障害者 ( 333)

難 病 患 者 ( 340)

重症心身障害児者 ( 145)

発達障害者 ( 109)

1.7

0.0

4.2

0.0

0.0

6.2

4.6

5.9

1.2

9.7

0.0

0.0

14.5

37.6

5.1

0.2

10.6

0.6

0.3

17.2

20.2

23.8

4.2

50.5

25.8

9.4

40.7

35.8

28.3

18.4

20.8

55.9

34.1

17.9

0.9

13.8

25.9

1.2

8.1

26.8

0.7

0.0

19.2

48.5

0.9

5.7

27.9

0.0

0.0

2.2

1.6

2.1

3.9

1.5

2.8

0.9



- 7 - 

（４）居住地区 

 

問３ 現在のお住まいの地区はどこですか。（○は１つ） 

 

全体では、「緑区」が24.4％、「中央区」が35.8％、「南区」が38.4％となっています。 

障害種別でみると、大きな傾向の違いはみられません。 

 

 

 

  

緑区 中央区 南区 市外 無回答

ｎ （％）

全 体 (1,683)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 425)

知的障害者 ( 331)

精神障害者 ( 333)

難 病 患 者 ( 340)

重症心身障害児者 ( 145)

発達障害者 ( 109) 24.8

28.3

25.0

22.2

23.6

24.9

24.4

33.9

39.3

35.6

35.1

35.6

36.0

35.8

39.4

31.7

38.5

39.3

39.3

38.8

38.4

0.9

0.7

0.0

1.2

0.3

0.0

0.4

0.9

0.0

0.9

2.1

1.2

0.2

1.0
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（５）障害者手帳の取得状況 

 

問４ 障害者手帳はお持ちですか。（○は１つ） 

 

全体では、「持っている」が82.4％、「持っていない」が16.2％となっています。 

障害種別でみると、「持っていない」は難病患者が72.9％と高くなっています。「持っている」は

難病患者以外の障害種別がそれぞれ９割台となっています。 

 

 

 

  

持っている 持っていない 無回答

ｎ （％）

全 体 (1,683)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 425)

知的障害者 ( 331)

精神障害者 ( 333)

難 病 患 者 ( 340)

重症心身障害児者 ( 145)

発達障害者 ( 109) 94.5

99.3

25.0

97.3

94.0

98.6

82.4

3.7

0.0

72.9

0.9

3.6

1.2

16.2

1.8

0.7

2.1

1.8

2.4

0.2

1.5
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（６）障害者手帳の種別と等級 

 

問４－１ 問４で「持っている」とお答えの方のうち、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を

お持ちの方にお聞きします。現在お持ちの障害者手帳の等級は何級ですか。 

（○はいくつでも） 

問４－２ 問４で「持っている」とお答えの方のうち、身体障害者手帳をお持ちの方にお聞きしま

す。現在お持ちの障害者手帳の総合等級は何級ですか。（○は１つ） 

 

持っている障害者手帳の種別について、全体では、「身体障害者手帳」が50.1％、「療育手帳」が

40.3％、「精神障害者保健福祉手帳」が28.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害種別でみると、「身体障害者手帳」は身体障害者と難病患者、重症心身障害児者がそれぞれ９

割台と高くなっています。「療育手帳」は知的障害者と発達障害者がともに98.1％、重症心身障害児

者が84.7％と高くなっています。「精神障害者保健福祉手帳」は精神障害者が96.9％と高くなって

います。 

 

 

 

  

ｎ

全 体 (1,386)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 419)

知的障害者 ( 311)

精神障害者 ( 324)

難 病 患 者 ( 85)

重症心身障害児者 ( 144)

発達障害者 ( 103)

95.2

11.6

95.3

97.9

1.0

11.1

50.1

0 20 40 60 80 100

□身体障害者手帳

(%)

3.3

98.1

1.2

84.7

98.1

4.9

40.3

0 20 40 60 80 100

6.2

9.0

9.4

6.3

9.7

96.9

28.5

0 20 40 60 80 100

□療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳

(%) (%)

（ｎ＝1,386）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

無回答

50.1

40.3

28.5

2.2

0 10 20 30 40 50 60（％）
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前記各質問の回答から、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を重複して持って

いるか整理すると、全体では、「身体障害と知的障害」が11.5％、「身体障害と精神障害」が4.3％、

「知的障害と精神障害」が3.6％、「身体障害と知的障害と精神障害」が0.9％となっており、この４

つを合わせた、重複障害のある人は20.3％となっています。 

障害種別でみると、「身体障害と知的障害」は重症心身障害児者が81.3％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

身体障害
単独

知的障害
単独

精神障害
単独

身体障害と
知的障害

身体障害と
精神障害

知的障害と
精神障害

身体障害と
知的障害と
精神障害

無回答

ｎ （％）

全 体 (1,386)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 419)

知的障害者 ( 311)

精神障害者 ( 324)

難 病 患 者 ( 85)

重症心身障害児者 ( 144)

発達障害者 ( 103)

0.0

11.1

88.2

1.5

0.6

87.4

33.5

88.3

0.0

0.0

0.0

79.1

0.2

24.4

1.0

0.0

2.4

82.7

0.3

0.5

19.8

1.0

81.3

0.0

0.0

10.3

2.1

11.5

0.0

2.8

5.9

9.3

0.0

4.8

4.3

8.7

0.7

0.0

4.6

8.0

0.0

3.6

0.0

2.8

1.2

0.3

0.6

1.0

0.9

1.0

1.4

2.4

1.5

1.0

4.1

2.2
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身体障害者手帳の等級について、全体では、「１級」が50.4％、「２級」が16.3％、「３級」が11.2％、

「４級」が14.8％となっています。 

障害種別でみると、「１級」は重症心身障害児者が95.0％と高くなっています。「２級」は精神障

害者が44.4％、難病患者が33.3％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療育手帳の等級について、全体では、「Ａ１」が34.2％、「Ａ２」が11.4％、「Ｂ１」が12.9％、「Ｂ

２」が41.5％となっています。 

障害種別でみると、「Ａ１」は重症心身障害児者が99.2％、身体障害者が57.1％と高くなっていま

す。「Ｂ１」は精神障害者が43.8％と高くなっています。「Ｂ２」は発達障害者が98.0％と高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

ｎ （％）

全 体 (559)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 14)

知的障害者 (305)

精神障害者 ( 16)

難 病 患 者 ( 1)

重症心身障害児者 (122)

発達障害者 (101)

34.2

57.1

19.7

6.3

100.0

99.2

0.0

11.4

21.4

19.0

6.3

0.0

0.0

2.0

12.9

7.1

21.0

43.8

0.0

0.0

0.0

41.5

14.3

40.3

43.8

0.0

0.8

98.0

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

ｎ （％）

全 体 (694)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 (399)

知的障害者 ( 36)

精神障害者 ( 36)

難 病 患 者 ( 81)

重症心身障害児者 (141)

発達障害者 ( 1)

0.0

95.0

27.2

16.7

44.4

43.1

50.4

0.0

4.3

33.3

44.4

16.7

14.5

16.3

0.0

0.0

14.8

25.0

13.9

13.0

11.2

100.0

0.7

14.8

2.8

8.3

21.3

14.8

0.0

0.0

7.4

2.8

5.6

4.5

3.9

0.0

0.0

2.5

8.3

11.1

3.5

3.3



- 12 - 

精神障害者保健福祉手帳の等級について、全体では、「１級」が14.9％、「２級」が55.9％、「３級」

が29.1％となっています。 

障害種別でみると、「１級」は身体障害者が46.2％と高くなっています。「２級」は知的障害者が

75.0％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１級 ２級 ３級

ｎ （％）

全 体 (395)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 26)

知的障害者 ( 28)

精神障害者 (314)

難 病 患 者 ( 8)

重症心身障害児者 ( 9)

発達障害者 ( 10)

0.0

100.0

50.0

9.6

14.3

46.2

14.9

90.0

0.0

12.5

58.3

75.0

26.9

55.9

10.0

0.0

37.5

32.2

10.7

26.9

29.1
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（７）身体障害の種別と等級 

 

問４－３ 身体障害者手帳をお持ちの方にお聞きします。 

あてはまる障害の種別の番号に○をつけて、等級をご記入ください。（○はいくつでも） 

 

身体障害の種別について、全体では、「肢体不自由」が57.3％、「内部障害」が28.1％、「聴覚・平

衡機能障害」が7.6％、「視覚障害」が6.6％、「音声機能障害・言語機能・そしゃく機能障害」が4.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害種別でみると、「肢体不自由」は重症心身障害児者が97.9％と高くなっています。「内部障害」

は身体障害者が41.1％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

全 体 (694)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 (399)

知的障害者 ( 36)

精神障害者 ( 36)

難 病 患 者 ( 81)

重症心身障害児者 (141)

発達障害者 ( 1)

□視覚障害

(%)

□聴覚・
   平衡機能障害

(%)

□音声機能障害・
   言語機能・
   そしゃく機能障害

(%)

□肢体不自由

(%)

□内部障害

(%)

41.1

13.9

19.8

5.0

100.0

5.6

28.1

0 20 40 60 80 100

46.9

61.1

51.9

97.9

57.3

25.0

0.0

0 20 40 60 80 100

3.3

13.9

3.7

4.3

0.0

5.6

4.2

0 20 40 60 80 100

9.3

13.9

6.2

2.8

7.6

5.6

0.0

0 20 40 60 80 100

5.3

5.6

18.5

3.5

0.0

8.3

6.6

0 20 40 60 80 100

（ｎ＝694）

視覚障害

聴覚・平衡機能障害

音声機能障害・
言語機能・そしゃく機能障害

肢体不自由

内部障害

無回答

6.6

7.6

4.2

57.3

28.1

5.3

0 10 20 30 40 50 60（％）
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①視覚障害の等級 

全体では、「１級」が43.5％、「２級」が26.1％となっています。 

障害種別の結果は、身体障害者以外の基数（ｎ）が少ないため参考に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②聴覚・平衡機能障害の等級 

全体では、「１級」が13.2％、「２級」が26.4％、「３級」が15.1％、「４級」が22.6％、「６級」が

20.8％となっています。 

障害種別の結果は、身体障害者以外の基数（ｎ）が少ないため参考に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 無回答

ｎ （％）

全 体 ( 46)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 21)

知的障害者 ( 2)

精神障害者 ( 3)

難 病 患 者 ( 15)

重症心身障害児者 ( 5)

発達障害者 ( 0)

80.0

33.3

33.3

50.0

42.9

43.5

0.0

26.7

33.3

0.0

33.3

26.1

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

6.5

0.0

6.7

0.0

50.0

4.8

6.5

0.0

6.7

0.0

0.0

9.5

6.5

0.0

0.0

33.3

0.0

4.8

4.3

20.0

6.7

0.0

0.0

4.8

6.5

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 無回答

ｎ （％）

全 体 ( 53)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 37)

知的障害者 ( 5)

精神障害者 ( 2)

難 病 患 者 ( 5)

重症心身障害児者 ( 4)

発達障害者 ( 0)

25.0

0.0

0.0

0.0

16.2

13.2

25.0

20.0

50.0

20.0

27.0

26.4

25.0

0.0

0.0

20.0

16.2

15.1

0.0

20.0

0.0

20.0

27.0

22.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

40.0

50.0

40.0

13.5

20.8

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

1.9
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③音声機能障害・言語機能・そしゃく機能障害の等級 

全体では、「１級」が20.7％、「３級」が31.0％、「４級」が24.1％となっています。 

障害種別の結果は、身体障害者以外の基数（ｎ）が少ないため参考に掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④肢体不自由の種別と等級 

身体障害の種別について、全体では、「上肢」が34.2％、「下肢」が55.0％、「体幹」が30.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害種別でみると、「上肢」は重症心身障害児者が46.4％と高くなっています。「体幹」は重症心

身障害児者が51.4％、知的障害者が36.4％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ

全 体 (398)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 (187)

知的障害者 ( 22)

精神障害者 ( 9)

難 病 患 者 ( 42)

重症心身障害児者 (138)

発達障害者 ( 0)

25.7

36.4

31.0

46.4

33.3

34.2

0 20 40 60 80 100

□上肢

(%)

59.4

54.5

54.8

48.6

66.7

55.0

0 20 40 60 80 100

16.0

36.4

26.2

51.4

11.1

30.4

0 20 40 60 80 100

□下肢 □体幹

(%) (%)

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 無回答

ｎ （％）

全 体 ( 29)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 ( 13)

知的障害者 ( 5)

精神障害者 ( 2)

難 病 患 者 ( 3)

重症心身障害児者 ( 6)

発達障害者 ( 0)

20.7

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

3.4

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

31.0

46.2

40.0

0.0

33.3

0.0

24.1

38.5

20.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

17.2

15.4

20.0

50.0

33.3

0.0

（ｎ＝398）

上肢

下肢

体幹

無回答

34.2

55.0

30.4

30.4

0 10 20 30 40 50 60（％）
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肢体不自由の等級について、全体では、「１級」が44.0％、「２級」が18.6％、「３級」が10.1％、

「４級」が13.3％となっています。 

障害種別でみると、「１級」は重症心身障害児者が89.1％と高くなっています。「２級」は難病患

者が40.5％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤内部障害の種別と等級 

内部障害の種別について、全体では、「心臓」が37.9％、「じん臓」が21.5％、「直腸」が9.7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 無回答

ｎ （％）

全 体 (398)

【 障 害 種 別 】

身体障害者 (187)

知的障害者 ( 22)

精神障害者 ( 9)

難 病 患 者 ( 42)

重症心身障害児者 (138)

発達障害者 ( 0)

89.1

19.0

11.1

40.9

18.2

44.0

5.8

40.5

22.2

18.2

23.0

18.6

0.0

7.1

0.0

18.2

17.6

10.1

0.7

16.7

22.2

13.6

21.4

13.3

0.0

4.8

11.1

4.5

9.6

5.5

0.0

0.0

11.1

4.5

4.3

2.5

4.3

11.9

22.2

0.0

5.9

6.0

（ｎ＝195）

心臓

じん臓

呼吸器

ぼうこう

直腸

小腸

免疫機能

肝臓

無回答

37.9

21.5

5.6

4.6

9.7

2.6

1.0

2.6

22.1

0 10 20 30 40（％）




